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令和３年２月１３日福島県沖地震による七ヶ浜健康スポーツセンター施設被害

調査及び復旧工事設計業務委託に係る簡易公募型プロポーザル実施要領 

 

１ はじめに 

   七ヶ浜健康スポーツセンター「アクアリーナ」は町民のこころの健康及

びからだの健康を促進するために１９９８年３月（平成１０年３月）に建

築されました。町内外から年間約９万人が利用をする施設ですが、令和３

年２月１３日福島県沖地震をはじめ翌月の宮城県沖地震により大きな被害

を受けました。応急的な復旧工事を行い施設の再開をしていますが、アリ

ーナ棟に関しましては現在も利用中止しており、施設利用者及び拠点避難

所としての安全対策や早期復旧に向けての対応が課題となっています。ま

た、建築されてから２３年が経過しており、経年劣化に伴う施設の長寿命

化への対応も課題となっています。 

 

２ 簡易公募型プロポーザル方式による設計候補者の選定の趣旨について 

（1）簡易公募型プロポーザルについて 

プロポーザルにより設計者を選定する方式は、目的に合致する優れた改

修提案能力のある者を選ぶ上で有効ですが、参加者と提案を審査する側双

方に大きな負担が生じ、一定の時間を要します。 

本案件は、地震による被害調査及び災害による早期復旧を行う特質性か 

ら負担が少なく、時間や経費を削減できる簡易な選定方式としながら、審

査の公平性を確保するものです。 

（2）審査内容について 

参加者の選定根拠を明確にするため、または客観的に判断するため、 

改修提案内容の説明を補うものとして平面図、立面図、その他を提出して

いただきます 

審査は提出していただいた資料を基に審査委員会で総合的に判断し決

定します。 

 

３ プロポーザルに付する事項 

（1） 事 業 名  令和３年２月１３日福島県沖地震による七ヶ浜健康スポー

ツセンター施設被害調査及び復旧工事設計業務委託 

（2） 事業場所  七ヶ浜町吉田浜字野山５－１地内 

（3） 期  間  令和４年３月３１日まで 

（4） 事業概要  別紙仕様書のとおり 

（5） 支払条件  前払金等 無し 
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４ 参加資格に関する事項 

本簡易プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすも 

のとする。 

（1）宮城県内に本店又は支店・営業所（受任機関）を有すること。 

（2）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定により一 

級建築士事務所として登録を受けている者。 

（3）令和３・４年度における七ヶ浜町の競争入札参加資格において、建築関係

建設コンサルタント業務の承認を受けた者。 

（4）七ヶ浜町より指名停止を受けていないこと。 

（5）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に 

該当しない者であること。 

（6）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てをしている者でないこと。（更生又は再生手続開始決定が

なされた場合を除く。） 

（7）過去１０年に、国、地方公共団体又はその他の公共機関が発注した同種業

務（公共施設設計業務）を受注した実績があること。 

（8）配置を予定している技術者については、（7）の実績を有し、参加者と直接

雇用関係にあること。 

 

５ 参加手続等 

（1）担当課 

区 分 担 当 課 
電話番号・メール

アドレス 
住 所 

事業担当課 
七ヶ浜町 

生涯学習課 

022-357-3302 

shichisports@shi

chigahama.com 

〒985-0802 

宮城郡七ヶ浜町吉田浜字

野山 5－9 

（2）参加申請書類の取得方法 

  申請書類の取得方法及び期間については、７の表に示すとおりとする。 

（3）設計図書等の閲覧方法 

  設計図書は閲覧に供する。 

閲覧方法及び期間については、７の表に示すとおりとする。 

（4）設計図書等に対する質問について 

   ア 設計図書等について質問がある場合は、指定の質問書に記入のうえ、

７の表に示す期間内に七ヶ浜町生涯学習課

（shichisports@shichigahama.com）宛て電子メールにて提出すること。 
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    イ 質問書に対する回答書は、７の表に示す期日に参加者全員に対し電子

メールにて送信する。 

（5）提案書類等の送付期限及び審査会及び結果通知の期日 

ア 提案書類等は、７の表に示す期日までに必ず送付すること。 

   イ 審査会及び結果通知については、７の表に示す期日にて行う。 

 

６ 参加資格の確認等 

（1）参加申請書類 

参加希望者は、次に掲げる書類を 1部提出し、参加資格の審査を受けなけ 

ればならない。 

ア 参加申込書               （様式第１号）  

イ 会社概要書               （様式第２号） 

ウ 業務実績調書              （様式第３号） 

エ 業務実施体制調書       （様式第４号） 

オ 配置技術者調書（管理技術者）（様式第５-１号） 

カ 配置技術者調書（照査技術者）（様式第５-２号） 

キ 申請者の所在地及び名称を記載した、８４円切手貼付の返信用封筒１枚

（長３型） 

（2）参加申請書類の提出方法、提出期限及び提出場所 

ア 提出方法 

   郵送にて期限まで必着とする。（配達記録の残るものに限る。） 

イ 提出期限及び場所 

   ７の表のとおりとする。 

（3）参加資格の有無については、７の表に示す期日及び方法により通知する。 

（4）参加資格者と認められなかった者は、その理由について書面で問い合わせ

ることができる。 

（5）（4）の書面の提出先は七ヶ浜町生涯学習課とする。 
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７ 日程等（下記期間は月曜日・月曜日が祝日の場合はその翌日を除く午前９

時～午後４時までとする） 

手  続  等 期 間 ・ 期 日 ・ 期 限 場 所 ・ 方 法 

参加申請書類の取得 
令和３年９月 １日（水）から 

令和３年９月 ８日（水）まで 
七ヶ浜町ホームページより取得 

設計図書等の配布 
令和３年９月 １日（水）から 

令和３年９月２６日（日）まで 
七ヶ浜町ホームページにて配布 

参加申請書類 

提出期限 

令和３年９月１０日（金） 

午後３時到着分まで受付 

郵送にて期限まで必着（配達記録の

残るものに限る。） 

質問の受付 

（電子メールによる受付） 

令和３年９月 １日（水）から 

令和３年９月１７日（金）まで 

質問受付期限日の午前 11 時まで提

出すること。 

参加資格通知 令和３年９月１７日（金）発送 
参加者全員に電子メールにて通知

し、原本は同日付郵送する。 

回答書の送付 令和３年９月２４日（金） 参加者全員に電子メールにて回答 

提案書類等送付期限 令和３年１０月１５日（金） 
郵送にて期限まで必着（配達記録の

残るものに限る。） 

審査会 令和３年１０月２６日（火） 
提出書類を基に審査委員会が総合

審査し、決定します。 

結果通知 令和３年１０月２９日（金） 
参加者全員に電子メールにて通知

し、原本は同日付郵送する。 
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８ 簡易公募型プロポーザルの概要及び提出書類等 

(1)設計委託業務の概要 

  ・七ヶ浜健康スポーツセンター施設被害調査及び復旧工事実施設計業務 

・建築に伴う関係機関申請書類関係 

・履行期日 令和４年３月３１日 

 

 (2)施設の概要 

・建築場所    七ヶ浜町吉田浜字野山５－１地内 

・建築年月    １９９８年３月（平成１０年３月） 

・都市計画    都市計画区域内 

・用途地域    市街化調整区域 

・建ぺい率     ７０％ 

・容積率     ２００％ 

・その他の地域  法２２条区域 

・敷地面積    １４５８０．０㎡ 

・施設延べ床面積 ５９７４．６㎡ 

・施設内容    ・Ａ棟（２Ｆ：エントランス、リラックスルーム、   

展望テラス）（１Ｆ：エントランス、バーデ（入浴

施設）、フィットネスプール、バーデ男・女更衣室、

バーデラウンジ）（グランドフロア：熱源・空調・

ろ過機械室等） 

・Ｂ棟（２Ｆ：レストラン）（１Ｆ：トレーニングル

ーム、フィットネススタジオ、男・女ロッカー室）

（グランドフロア：受水槽・ポンプ室、電気室） 

・Ｃ棟（２Ｆ：ランニングコース、観客席）（１Ｆ：

アリーナ） 

・主要構造    鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

グランドフロア＋２階建 

・その他     拠点避難所 

 

 (3)提案概要 

・改修提案書  

別添の提案概要（別紙）のとおり 

担当課と日程を調整し、施設の状況を確認のうえ提案すること。 

用紙はＡ４判縦とし、読みやすく表記すること。 

・平面図、立面図、その他 
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用紙はＡ３判横とし、各図面 1枚ずつまとめること。 

   ・改修提案書及び各図面のＰＤＦデータをＤＶＤ－Ｒにて提出 

・設計委託費の見積書・・・１部 

 

(4)留意事項 

   ・提案１者につき、提案は１つとし、提案者が所属又は代表する企業か 

    らの重複参加は認められない。 

・提案者は、他の応募者の共同提案者及び協力者にはなれない。 

・改修提案書の添付書類等には、設計事務所やロゴマークその他提案者 

名を識別可能な表示にしないこと。 

・提出された資料の返却はしない。 

・提出された改修提案書の著作権は応募者等に帰属するが、展示、複製 

の作成、ウェブサイトへの掲載、記録作成などプロポーザルに関する事 

務においては、発注者が使用することができるものとする。 

・審査後、選定された者の提案内容に拘束されないこととします。 

・契約をした場合、平面図、立面図、断面図等のデータ化を行うこと。 

・費用は参加者の負担となります。 

 

（5）提出書類 

提出書類は、次に掲げる書類及び部数を提出すること。 

ア 改修提案書・・・１０部 

用紙はＡ４判縦とし、読みやすく表記すること。 

イ 平面図、立面図、その他・・・１０部 

用紙はＡ３判横とし、各図面 1枚ずつまとめること。 

   ウ 改修提案書及び各図面のＰＤＦデータ・・・１部 

ＤＶＤ－Ｒにて提出すること。 

エ 設計委託費の見積書・・・１部 

オ 申請者の所在地及び名称を記載した、８４円切手貼付の返信用封筒 

１枚（長３型） 

 

（6）書類の提出方法、提出期限及び提出場所 

ア 提出方法 

    郵送にて期限まで必着とする。（配達記録の残るものに限る。） 

イ 提出期限及び場所 

    ７の表のとおりとする。 
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９ 審査方法 

（1）審査 

審査内容については、参加者の選定根拠を明確にするため、又は客観的 

に判断するため、改修提案内容の説明を補うものとして簡易な平面図、立 

面図、その他を提出すること。 

審査は提出資料を基に審査委員会で総合的に判断し決定する。 

日程については、７の表のとおりとする。 

（2）結果 

審査の結果、1者を設計候補者として選考する。 

結果については、７の表のとおりとする。 

（3）審査委員会 

    七ヶ浜健康スポーツセンター施設被害調査及び復旧工事設計業務候補

者簡易公募型プロポーザル審査委員会設置要綱に基づき、組織及び構成

を行い審査内容及び審査結果に対する問い合わせには応じないものとす

る。また異議申立も受付けないものとする。 

 

１０ 契約の締結 

本簡易公募型プロポーザルによって決定した事業者は、下記の方法によ 

り本町と契約を締結するものとする。 

（1）決定した事業者は、平面図、立面図、その他の内容を基に本町と協議後, 

契約を締結するものとする。 

（2）契約方法は、随意契約によるものとする。 

（3）決定した事業者が辞退し、その他の理由で契約できない場合は、次の順位

の者と契約に向けた協議を行う。 

 

１１ 参加資格及び決定事業者資格の無効 

提案書等を提出後に次のいずれかの場合に該当すると認められたものは、 

参加資格及び決定事業者資格を無効とする。 

（1）参加資格の要件を満たさなくなった場合 

（2）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（3）提案書に記載すべき事項が記載されていない又は、記載すべき事項以外の

事項が記載されている場合 

（4）公平性を害する行為があった場合 


